
   第24回 子ども脱被ばく裁判 口頭弁論日程
                         

  ■日時：2020年01月23日（木）
            午後12時30分〜午後16時30分

  ■会場：福島市民会館301号室
             〒960-8021福島市霞町1番52号　℡024－535－0111

　　　     　http://www.city.fukushima.fukushima.jp/…/shisetu-bunka26.ht…

  　 　　  　福島地方裁判所
            〒960-8512 福島市花園町5-38　℡024-534-2156

■プログラム　（予定）
12 : 30   福島地裁前集合・地裁前集会
13 : 00   傍聴券配布
13 : 30   原告2名本人尋問
15 : 00   終了後、福島市民会館に移動し、報告集会
16 : 00   記者会見
16 : 30   解散



子ども脱被ばく裁判をご支援くださるみなさま

　　いつも子ども脱被ばく裁判をお支えくださり、ありがとうございます。第24回口頭弁論期日のご案内です。

◆井戸謙一弁護団長アピール◆ 

■原告プロフィール 長谷川克己氏

■原告プロフィール Nさん（母親）

　　　子ども脱被ばく裁判弁護団
　　　子ども脱被ばく裁判の会共同代表　水戸喜世子　片岡輝美
　　　子ども脱被ばく裁判原告代表　　　　今野寿美雄

  　 TEL     080-5220-4979

◇当会ブログ：http://datsuhibaku.blogspot.jp ◇mail add.： kodomo2015-info@oregano.ocn.ne.jp
◇Facebook ：https://www.facebook.com/kodomodatsuhibaku/

◎寄付やカンパご協力への感謝とお願い ゆうちょ銀行 02230-6-138810 名義： 子ども脱被ばく裁判の会

川俣町在住　事故当時、義父母、夫、娘の5人暮らし、事故の約4ヶ月後に米沢市に母子避難
20年前から環境問題、原発問題に取組活動していたため、事故の恐怖と不安で子供達を守るべく市、県などに避難を呼びかけるが、何も対策とれない行政でなく、東電と国とたたかうた
め裁判の原告になる。

12月19日、第23回裁判が行われました。今回も大勢の支援者が県内外から駆けつけてくださいました。変わらぬご支援を深く感謝致します。朝9時、福島地裁前で公正な裁判を求めるア
ピールが行われ、熱い思いが次々と語られました。今回原告団から裁判所に提出された署名は、前回の1003筆を上回る1280筆。総計79618筆となりました。みなさんの思いがここにも込
められています。ありがとうございます。裁判については井戸謙一弁護団長の期日報告をご覧ください。弁護団ブログが更新され、山下俊一氏、鈴木眞一氏への証人尋問に関する意見書
などが掲載されています。また、脱被ばく実現ネットブログにも動画がアップされました。ぜひご覧ください。
■子ども脱被ばく裁判弁護団ブログ：http://fukusima-sokaisaiban.blogspot.com■脱被ばく実現ネット：https://fukusima-sokai.blogspot.com/
◎次回第24回裁判は【2020年1月23日（木）】です。日時のお間違いのないように。この日はおふたりの原告が本人尋問に立ちます。傍聴席を満席にして原告を応援しましょう。
  事務局からの連絡です。
１，1月23日（木）当日の集合は、12時30分に福島地裁前です。公正な判決を求めるアピールを行います。
２，大変申し訳ありませんが、今回も裁判との並行集会は予定しておりません。市民会館301号室は午後1時以降借りていますので、そちらでお待ちください。

　
12月19日福島地裁で第23回口頭弁論が開かれました。今回は、午前中は原告Ａさん（３人の子のお母さん）の本人尋問が、午後は、河野益近氏に対する被告側の反対尋問が行われまし
た。Ａさんは、実直な口調で、最も線量が高かった２０１１年３月１５日に子供たちを戸外に出してしまったことに対する後悔、乳児を寝かせた篭を地面に置いてしまったことに対する後悔、
情報が隠蔽されたために住民の間で分断が生まれてしまった口惜しさ等を述べられ、子ども達を守るために大人は同じ方向を向いて努力するべきだと訴えました。河野証人に対する被告
国の反対尋問は枝葉末節に止まり、河野証言の根幹、すなわち、ＩＣＲＰが採用しているＬＮＴモデルに従うべきこと、子どもは大人よりも放射線感受性が高いこと、福島原発事故では放射
性セシウムの多くは不溶性の放射性微粒子の形状で放出され、水溶性のものも土壌粒子にトラップされて不溶性に代っていること、風や自動車の通行等によって、不溶性の微粒子やセ
シウムをトラップした土壌粒子が再浮遊し、子ども達が体内に取り込むリスクがあること、その場合の健康リスクは解明されていないこと等は全く揺るぐことはありませんでした。

原発事故の5ヶ月後、当時、妊娠中の妻と5歳の長男を連れて、福島県郡山市から静岡県富士宮市に自主的に避難する。
予防原則に基づき、子どもや妊婦だけでも国の責任で避難をさせるべきと考えたが、それがなされなかったことによって起こった理不尽に対し、子ども達への責任の上でも、泣き寝入りす
るべきではないと考え原告となる。

　次回以降の予定は、次のとおり決まりました。
第25回裁判：2月14日午後2時50分　福島県立医大甲状腺内分泌学講座教授鈴木眞一氏証人尋問
第26回裁判：3月4日（時刻未定）福島県立医大副学長山下俊一氏証人尋問
この裁判もいよいよ終盤で、重要な期日が続きます。引き続きご支援をよろしくお願い致します。以上


